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通
知
カ
ー
ド
を
、
皆
さ
ん
の

住
民
票
の
住
所
（
世
帯
ご
と
）

に
、
簡
易
書
留
郵
便
（
転
送
不

要
）
で
郵
送
し
て
い
ま
す
。
不

在
な
ど
で
「
簡
易
書
留
ご
不
在

連
絡
票
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
専

用
）」
が
投
函
さ
れ
て
い
た
場

合
は
、
必
ず
保
管
期
間
内
に
郵

便
局
で
受
け
取
り
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

　
次
の
よ
う
な
場
合
は
、
通
知

カ
ー
ド
が
市
役
所
に
返
さ
れ
ま

す
。
①
郵
便
局
の
保
管
期
間
が

経
過
②
引
っ
越
し
な
ど
で
郵
便

局
の
転
送
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し

て
い
る
。

　
市
役
所
の
保
管
期
間
中
で
あ

れ
ば
、
市
民
課
（
市
役
所
１

階
）
や
各

・

・

で
受
け

取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、

ま
ず
は
電
話
で
、
市
民
課
☎

（
632
）５
２
６
６
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

　
個
人
番
号
カ
ー
ド
は
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
と
本
人
確
認
の
両
方

が
証
明
で
き
る
カ
ー
ド
で
す
。

希
望
者
は
申
請
が
必
要
で
す
。

申
請
か
ら
受
け
取
り
ま
で
の
流

れ
は
上
の
図
の
通
り
で
す
。

　
交
付
申
請
書
を
紛
失
し
て
し

ま
っ
た
場
合
な
ど
は
、
市
民
課

☎（
632
）５
２
６
６
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎問い合わせ先　マイナンバー総合フリーダイヤル☎0120（95）0178（自動音声案内。平日午前9時30分
～午後10時。土・日曜日、祝休日は午前9時30分～午後5時30分。年末年始12月29日～平成28年1月3日を除く）、
国税など＝宇都宮税務署☎（621）2151（自動音声案内）

　
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
開

始
に
伴
い
、
住
基
カ
ー
ド
と
住

基
カ
ー
ド
を
利
用
し
た
電
子
証

明
書
の
発
行
・
更
新
手
続
き
を

終
了
し
ま
す
。

▽
住
基
カ
ー
ド
　
12
月
28
日

（
月
）午
後
５
時
ま
で
。

▽
電
子
証
明
書
　
12
月
22
日

（
火
）午
後
５
時
ま
で
。

▽
費
用
　
各
500
円
（
手
数
料
）。

▽
そ
の
他
　
個
人
番
号
カ
ー
ド

交
付
時
に
、
住
基
カ
ー
ド
は
返

却
。
住
基
カ
ー
ド
の
即
日
交
付

を
希
望
す
る
人
は
、
直
接
、
市

民
課
☎（
632
）２
２
７
１
ま
た
は

各

へ
。

　
な
お
、
顔
写
真
付
き
の
官
公

署
発
行
の
身
分
証
明
書
が
な
い

場
合
は
、
即
日
交
付
が
で
き
ま

せ
ん
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
お
知
ら
せ

す
る
通
知
カ
ー
ド
を

受
け
取
っ
て
い
な
い
人
へ

平
成
28
年
１
月
か
ら

個
人
番
号
カ
ー
ド
の

交
付
が
始
ま
り
ま
す

住
基
カ
ー
ド（
住
民
基
本
台

帳
カ
ー
ド
）と
電
子
証
明
書

（
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
）

　皆
さ
ん
の
大
切
な
マ

イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番

号
）の
通
知
カ
ー
ド
。お

手
元
に
届
い
た
で
し
ょ

う
か
。

　今
回
は
、通
知
カ
ー

ド
だ
け
で
な
く
身
分
証

明
書
な
ど
と
し
て
使
え

る「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」

な
ど
を
中
心
に
紹
介
し

ま
す
。

マイナンバーキャラクター
マイナちゃん

個人番号カード

簡 単
便 利な

　「マイナンバー制度に
伴い個人情報を調査して
いる」など、マイナン
バー制度に便乗した不審
電話による詐欺の事例が
報告されています。マイ
ナンバー制度で、市職員
や税務職員などが電話や
訪問で個人情報などを聞
くことは絶対にありませ
ん。
　もし、自宅や職場など
に不審な電話がかかって
きたら、市消費生活セン
ター（馬場通り４丁目・
５階）☎（616）１５４

７や最寄りの警察署へご
連絡ください。

■申請方法　❶交付申請書
（通知カードに同封）に必要事
項を書き、顔写真を貼り付け
て、返信用封筒（通知カード
に同封）で、地方公共団体情
報システム機構へ。スマート
フォンやパソコンでも申請で
きます。
▽その他　即日交付はでき
ません。
■交付方法　❷平成28年１
月以降、交付通知書（はがき）
で、交付会場などをお知らせ
します。❸交付通知書や本人
確認書類などをお持ちの上、
直接、各交付会場へ。

詐欺にご注意を！

郵 便 は が き

交付
通知書

個人番号カード
市役所地方公共団体情報

システム機構

❷❷ ❸❸❷❶

参

域

域

区

出

個人番号カード交付申請の流れ

交付申請書交付申請書

申請者
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◎自死遺族支援わかちあいの会こもれび　▽日時　12月5・19日（土）、午後2時～4時▽会場　とちぎ福
祉プラザ（若草1丁目）▽内容　大切な人を自死により亡くした人々の思いを分かち合う▽対象　家族や
身近な人を自死で亡くした人▽費用　200円。問栃木いのちの電話事務局☎（622）7970、保健予防課☎
（626）1114

拡幅後

拡幅前

　
狭
あ
い
道
路
拡
幅
整
備
は
、

後
退
し
た
部
分
（
後
退
用
地
）

を
建
築
主
や
土
地
所
有
者
か
ら

寄
付
ま
た
は
使
用
貸
借
の
承
諾

を
い
た
だ
き
、
市
が
舗
装
な
ど

の
整
備
を
し
て
道
路
を
広
げ
る

事
業
で
す
。

　
建
築
基
準
法
で
は
、
幅
４

メ
ー
ト
ル
以
上
の
道
路
に
接
し

た
敷
地
で
な
け
れ
ば
建
物
を
建

て
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
定
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
４

メ
ー
ト
ル
未
満
の
道
路
で
も
、

都
市
計
画
区
域
の
指
定
が
さ
れ

た
と
き
に
、
現
に
建
物
が
立
ち

並
ん
で
お
り
、
市
が
指
定
し
た

道
路
（
建
築
基
準
法
第
42
条
第

２
項
道
路
）
に
接
し
て
い
る
敷

地
の
場
合
に
は
、
道
路
の
中
心

線
か
ら
２
メ
ー
ト
ル
後
退
す
れ

ば
建
築
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
こ
の
場
合
、
新
築
・
増
改
築

の
建
物
は
も
ち
ろ
ん
、
後
退
に

支
障
と
な
る
門
・
塀
・
植
栽
な

ど
の
障
害
物
も
、
こ
の
境
界
線

ま
で
後
退（
※
）し
て
い
た
だ
き

ま
す
（
下
の
図
1
）。

　
な
お
、
幅
４
メ
ー
ト
ル
未
満

の
道
路
で
、
片
側
が
川
や
崖
地

な
ど
の
場
合
は
、
道
路
を
含
め

て
４
メ
ー
ト
ル
の
線
ま
で
後
退

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
（
下

の
図
2
）。

　
４
メ
ー
ト
ル
未
満
の
道
路
に

接
し
た
敷
地
に
建
築
計
画
の
あ

る
人
は
、
建
築
指
導
課
☎（
632
）

２
５
７
４
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
下
の
図
の
斜
線
部
分
は
、
建

物
を
建
て
る
時
の
敷
地
面
積
に

算
入
さ
れ
ま
せ
ん
。

■
後
退
用
地
を
寄
付
し
て
い
た

だ
い
た
場
合

▽
後
退
用
地
な
ど
の
測
量
や
分

筆
に
直
接
要
し
た
費
用
に
つ
い

て
、
助
成
金
を
交
付
し
ま
す
。

▽
す
み
切
り
用
地（
下
の
図
3
）

を
寄
付
し
た
場
合
は
、
報
奨
金

を
交
付
し
ま
す
。

　
当
面
は
、
認
定
市
道
や
市
有

道
を
対
象
と
し
て
い
ま
す
。

■
後
退
用
地
の
使
用
に
同
意
し

て
い
た
だ
い
た
場
合

▽
市
で
舗
装
な
ど
の
整
備
を
し

た
後
、
後
退
用
地
の
固
定
資
産

税
、
都
市
計
画
税
の
免
除
の
手

続
き
を
行
い
ま
す
。

問
建
築
指
導
課
☎（
632
）２
５
７

４

　皆さんの住んでいる地域の生活道路は、災害が起き
たときに消防車や救急車などの緊急車両が通行できる
幅がありますか。
　狭い道路はこうした活動の妨げとなるだけでなく、
日常の交通や日当たり、風通しなどの生活環境の面か
らも多くの問題を抱えています。
　市では、これらの狭い道路を、市民の皆さんが住宅
などの新築や増改築をする際に整備し、将来に向けて
災害に強く、安心して住むことができるまちづくりを
目指しています。

狭い道路を広げて
　安全で快適な
　　　　まちづくり

狭い道路を広げて
　安全で快適な
　　　　まちづくり

狭い道路を広げて
　安全で快適な
　　　　まちづくり
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狭
あ
い
道
路
拡
幅
整
備
と
は

事
業
へ
の
協
力
は

報
奨
金
な
ど
の
特
典
も

道
路
の
幅
は

４
メ
ー
ト
ル
以
上
必
要
で
す

き
ょ
う

川

後退
用地

後退用地

後退用地

暮
ら
し


